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一斉避難訓練は中止されました

↑ 下流側からみた祇園橋

大雨による避難所が開設されました

８月１１日から降り続く大雨に伴い本渡南地区コミュニティセンターでは避難所が開設され、開

設は一週間以上も続きました。今回の大雨は九州はもとより全国広域にわたり大きな被害が発生

したことが連日報道されました。市内を流れる町山口川でも氾濫が起こり、夜間に防災無線での

避難の呼びかけがあり目を覚まされた方も多いと思います。市内はもとより南地区内でも豪雨の

影響で道路が通行止めになる個所も発生しました。今後も発生する豪雨による土砂災害や台風な

どの災害に普段から備えましょう。

↑ 橋げた付近まで濁流の痕跡（天神橋）

↑ 道路の下が大きくえぐられた市道 ↑ 濁流となって流れる町山口川
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本渡南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

9月5日(日)天草市一斉避難訓は新型コロナウイルス感染拡大が続いており、参加者の感染防止

の為、今年度は中止となりました。実施に向けて計画・準備等されていた地区や自主防災組織の

皆様、今後もいつ発生するかわからない様々な災害を想定し、防災意識の啓発や避難計画・支援

など課題解決に努めてください。



一斉避難訓練→中止

本渡南小学校運動会
　本渡南老人大学本渡南老人大学

　秋の全国交通安全運動

9/5 (日)

21 (火)

26 (日)
27 (月)

　子供達の夏休みの一日を利用し、そして密を避けるために8月4日と5日の二日に分けて子ども料理教
室を開催しました。学童保育に参加している元気な子供達が料理作りに挑戦しました。ﾒﾆｭｰは「夏やさ
いカレー、えだまめとコーンの卵スープ」と「フルーツ入りかんてん」でした。はじめに食生活改善推
進員の大山さんから朝ごはんの大切さや野菜をたくさん食べるコツ、そして甘いｼﾞｭｰｽの飲みすぎに注
意することなどのお話の後、子ども達は料理に挑みました。調理室では代わる代わる包丁で野菜やﾌﾙｰﾂ
を切ったり、ﾌﾗｲﾊﾟﾝでかぼちゃやナスを焼いたりして調理を楽しんでいました。

９月の行事予定
　　　　～９月の老人大学のお知らせ～
　・日　時　９月２８日（月）午前１０時～
　・場　所　本渡老人福祉センター
　・演　題　『丸い卵も切りようで四角』
　・講　師　上益城教育事務所
　　　　　　中川　有紀　氏

9/16 (木) 　本渡南地区振興会・区長会
　合同先進地視察研修→中止～17 (金)

～30 (木)

【熊本県統合型防災情報システムホームページ閲覧方法】

※検索ｴﾝｼﾞﾝ（ｻｲﾄ）で「熊本県統合型」と検索。ｽﾏﾎで見る場合はﾒﾆｭｰ内の"ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ版"をｸﾘｯｸ

パソコン用：http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/
携帯電話用：http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/smp/

～９月の老人大学のお知らせ～

・日時 ９月２７日（月）午前１０時～

・場所 本渡老人福祉センター

・演題 消費生活講座

「金融ﾄﾗﾌﾞﾙ、悪徳商法から身を守るために」

・講師 熊本県金融広報委員会 金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

橋野 君佳 様

熊本県へ8月5日に「まん延防止等重点措置」の適用が決定されました。「熊本蔓延防止宣言」

に基づく対策を強化し、8月8日（日曜日）から9月12日（日曜日）まで適用されます。

【要請内容（抜粋）】

1 基本的な感染防止対策の徹底（特措法第24条第9項）

・症状がなくとも、マスク着用、こまめな手洗い・手指消毒

・発熱等の症状がある場合は、仕事などを休み、すぐに医療機関を受診してください。

・「新しい生活様式」の実践をお願いします。

・マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底してください。

・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、

家庭内における感染防止対策を徹底してください。

2 移動・外出について（特措法第24条第9項）

・県内で感染が拡大している現状を踏まえ、感染機会を半減させるため、

混雑した場所等への外出は、機会や人数を半分にするなどの対応をお願いします。

・全ての県外への不要不急の移動を控えてください。

特に、緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください。

熊本県に「まん延防止等重点措置」適用されました

災害に

備えて

”こども料理教室” を開催しました

”親子ナイタードッジボール大会” は中止しました

恒例の親子ﾅｲﾀｰドッジボール大会を８月１９日開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の

心配もあり、参加希望チームも少なく、今年度も昨年度に引き続き中止といたしました。

来年は開催できることを体協役員他関係者一同望んでいます。


